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単位：人

事務系 福祉系 技術系 技能　
労務系

幼稚園
教諭　 計

職員

採用
（平成31年 ４ ／ ２ ～
令和 ２年 ４／ 1）

66 1２ ２5 ２ ２ 107

退職
（平成31年 ４ ／ 1 ～
令和 ２年 3／31）

53 ２２ ２0 17 1 113

再任用（◆）
フルタイム 7２ 18 17 ２２ 0 1２9
短時間 78 ２8 7 ２8 0 1４1

人事行政の運営状況
　問人事課人事係（☎5722－9650、Ｆ3715－8852）、職員数の状況は経営改革推進課（☎5722－9457、Ｆ5722－6134）
　�人事行政の運営等の状況の公表に関する条例に基づき、区職員人事の運営状況などをお知らせします。 ◎は平成31年 ４ ／ 1 現在

◆は令和 ２年 ４／ 1現在

職員手当� （◆）

毎
月
支
給

扶養手当

配偶者 6,000円
父母など 各6,000円

子（２２歳に到達後最初の 3／31まで） 各9,000円
16～22歳の子に対する加算 各４,000円

地域手当
（元年度）

支給額（全職員対象） 平均支給年額
（給料＋扶養手当＋管理職手当）×２0.0％ 703,658円

住居手当

年齢要件 単身赴任手当受給なし 単身赴任手当受給あり
27歳まで ２7,000円 13,500円
32歳まで 17,600円 8,800円
33歳以降 8,300円 ４,100円

通勤手当 1カ月当たりの支給限度額 55,000円
勤
務
実
績
に

応
じ
て
支
給

時間外勤務手当
（元年度）

支給総額 平均支給年額
819,067,793円 ４２7,２65円

特殊勤務手当
（元年度）

平均支給年額 支給対象職員の割合 手当数
66,367円 11.50% 5

臨
時
支
給

期末・勤勉手当
（ボーナスに相当。
合計月数を年 3
回に分けて支給）

区分 期末手当 勤勉手当 合計
一般職員 ２.60（1.４5）月分 ２.05（1.00）月分 ４.65（２.４5）月分
管理職員 ２.２0（1.２5）月分 ２.４5（1.２0）月分 ４.65（２.４5）月分
※（　）内は再任用職員の支給月数
〈参考〉２年特別区人事委員会勧告内容　合計４.60（２.４0）月分

退
職
時

に
支
給

退職手当

区分 普通退職 定年退職
最高限度支給月数 39.75月分 ４7.70月分

1 人当たりの平均支給額
（特別職を除く）

17,２7２,787円
（元年度退職者の平均額）

人件費（元年度普通会計決算）＊
歳出額（A） 人件費（B） 人件費率（B／A） 〈参考〉平成30年度人件費率
1,0２8億9２3万円 ２09億3２４万円 ２0.33% ２２.0４%

給与費（元年度普通会計決算）＊

職員数（A）
（◎）

給与費 1人当たり
給与費（B／A）給料 職員手当 期末・勤勉手当 計（B）

1,9２0人 68億7,097万円２7億3,7４２万円 33億15２万円 1２9億99２万円 67２万円
※�再任用短時間勤務職員は、上記の給与算定に含まない
※�職員数は一般職に属する職員数（再任用フルタイム勤務職員を含む）で、休職者、公益
的法人等への派遣職員などを含み、自治法派遣職員、公営企業等会計の計上職員、臨時・
非常勤職員を除く
※職員手当は退職手当を含まない

平均給料・給与・年齢� （◆）
区分 平均給料 平均給与 平均年齢

一般行政職 月額２98,２２8円 月額４35,7４0円 ４0.7歳
技能労務職 月額２9２,398円 月額38４,375円 51.6歳

※�平均給与は給料と諸手当（期末・勤勉手当、退職手当を除く）を含む
※�一般行政職は、国の税務、福祉、医師・医療技術、看護・保健、技能労務、教育職に相
当する職を除く常勤職員

初任給� （◆）
Ⅰ類（大学卒程度） 183,700円 Ⅲ類（高校卒程度） 1４7,100円

経験年数別・学歴別平均給料月額� （◆）
経験年数 10年 20年 25年 30年

一般行政職 大学卒 ２75,４5４円 355,900円 378,４30円 398,853円
高校卒 ２17,338円 303,788円 3４8,２13円 37４,083円

技能労務職 199,183円 ２8２,8４0円 30２,600円 ２96,908円
※経験年数は採用前の職歴などを加算した年数を含む
※�対象者が少ないため、一般行政職高校卒10年は近似の 9～11年・高校卒２0年は近似の19
～２1年・高校卒２5年は近似の２４～２6年を含めた平均給料月額、技能労務職10年は近似の
8～1２年・技能労務職２0年は19～２1年の平均給料月額を掲載

冊子「目黒区人事行政の運営等の状況について」は、総
合庁舎本館 1階区政情報コーナー・ 4階人事課で配布する
ほか、ホームページ（右コード）でご覧になれます。

●職員 各年 ４／ 1現在、単位：人、▲はマイナス

部門・区分
職員数 対前年

増減数 主な増減理由
元年 2年

普
通
会
計

一
般
行
政
部
門

議会 13 13 0

総務 3４5 36４ 19

増：�情報化推進・危機管理・マイナンバ
ーカード普及促進業務増員、国勢調
査・オリンピック・パラリンピック
実施年度

税務 76 78 ２ 増：再任用職員の活用終了

民生 835 8２４ ▲11
増：�保育園指導検査・生活保護業務増員、
学童保育クラブの新設・委託化対応

減：保育園民営化

衛生 ２36 ２４0 ４ 増：�災害医療・受動喫煙対策・民泊業務増員
労働 1 1 0
商工 16 15 ▲ 1 減：プレミアム付商品券の終了

土木 ２05 ２1２ 7
増：�都市計画マスタープラン・自転車シ
ェアリング・分譲マンション適正管
理・再開発事業支援業務増員

小計 1,7２7 1,7４7 ２0

教育部門 190 188 ▲ ２ 増：再任用職員の活用終了減：学校事務・学校用務業務見直し

小計 1,917
（166）

1,935
（13４）

18
(▲3２)

公
営
企
業
等
会
計

国民健康保険 事
業
会
計

４6 ４6 0
後期高齢者医療 11 1２ 1 増：後期高齢者医療業務増
介護保険 ４8 51 3 増：福祉施設指導検査業務増員

小計 105
（ 6 ）

109
（ 7 ）

４
（ 1 ）

合計 ２,0２２
（17２）

２,0４４
（1４1）

２２
(▲31)〈参考〉人口 1万人当たり職員数�7２.61人�

※�職員数は一般職に属する職員数（再任用フルタイム勤務職員を含む）で、休職者、公益
的法人等への派遣職員などを含み、自治法派遣職員、臨時・非常勤・会計年度任用職員
を除く
※（　）内は再任用短時間勤務職員数で、小・合計に含まない

　職員給与は、特別区人事委員会が民間企業の給与や物価の動向、生計費の
状況などを調査したうえで適正な給与を勧告し、これを受けて区長が条例案
を区議会に提出して、区議会の審議後、条例で定められます。
＊人件費・給与費は四捨五入しているため合計額などと一致しません

●職員の給与

　地方公務員法では、退職管理の適正を確保する観点から、営利企業などに
再就職した元職員が、離職前の特定の職務に関して、現職職員に働きかけを
することを禁止しています。
　区は、職員倫理条例により、職員に対する公正な職務遂行を損なう行為の
要求を禁止しています。また、契約及び許認可等の業務に対する働きかけに
関する取扱要綱により、働きかけの内容を記録・公表することで、全職員が
汚職や不正に関わることの未然防止に積極的に取り組んでいます。

●職員の退職管理

区分 前年度からの
継続件数（A） 請求件数（B） 完結件数（C） 翌年度継続件数

（A＋B－C）
勤務条件に関する措
置要求

1 件 0 件 1 件 0 件
※平成30年（行）第 1号（平成30年度提起）

不利益処分に関する
審査請求 15件 0 件 0 件 15件

●職員の利益保護の状況（元年度特別区人事委員会からの報告事項）

服務に関する義務　職務に専念する義務などが地方公務員法で規定
勤務時間（標準的なもの）　 8：30～17：15（休憩時間60分間を含む）
休暇　�年次有給休暇、病気休暇などを、職員の勤務時間、休日、休暇等に関

する条例で規定

●職員の服務・勤務条件

　職員の能力・職務能率の向上を目的に、業務実績や職務遂行能力・態度な
どについて、毎年 1回定期評価を実施し、人事・給与面に反映させています。

●人事評価の実施

分限（心身の故障など） 免職 0人 休職４0人 降任 0人 降給 0人
懲戒（法令違反など）　 免職 0人 停職 0人 減給 0人 戒告 0人

●職員の分限・懲戒処分（元年度）

　職員の在職年数や各職層に応じた能力の向上を図るため、区独自の研修
（39講座3,２81人）や、２3区が合同で設置した特別区職員研修所での共同研
修（8２講座597人）、研修機関への派遣研修や各職場で外部の講師を依頼する
職場研修（39講座２65人）に参加しました。

●職員の研修（元年度）

東京都職員共済組合など　東京都職員共済組合は、職員の健康保険や年金事
業などを行い、必要経費は職員と地方公共団体が負担しています。特別区職
員互助組合は、職員のライフプランと自己啓発への支援を目的に、職員が負
担する組合費と各種保険の事務手数料などの事業収入で運営しています。目
黒区職員互助会は、職員への給付・貸し付け・文化体育事業などを行い、職
員が負担する会費と区の補助金等で運営しています。
職員への貸与　住宅に困窮する職員に職員住宅を貸与するほか、衛生や安全
に関する法令の定めなどにより、職務遂行のために必要な職員には被服を貸
与しています。
職員の健康管理　年 1回の定期健康診断・ストレスチェック、安全衛生委員
会による職場の安全衛生を確保する取り組みを実施しています。
公務災害補償　公務中の傷病や通勤途上での負傷は、地方公務員災害補償法
に基づき、補償しています。

●職員の福利厚生

●職員の任免・再任用の状況

特別職の給料・報酬
区分 給料月額 期末手当
区長 1,055,000円

3.60月分
（年 3回に分
けて支給）

副区長 8４４,000円
教育長 738,000円

代表監査委員 6２8,000円

� （◆）
区分 報酬月額 期末手当
議長 90２,000円 3.55月分

（年 3回に分
けて支給）

副議長 789,000円

議員 596,000円


